
「
二
十
五
年
勤
続
組
合
員
宿
泊
施
設
利
用

助
成
事
業
」
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す

の
で
ご
案
内
し
ま
す
。
な
お
、
こ
の
事
業

は
平
成
十
九
年
度
に
「
銀
婚
・
金
婚
家
庭

助
成
事
業
」
の
廃
止
に
伴
う
代
替
と
し
て

発
足
し
ま
し
た
が
、
昨
年
度
か
ら
経
過
措

置
期
間
と
し
て
銀
婚
等
の
該
当
者
に
も
記

念
品
を
贈
呈
し
て
い
ま
す
。

本
年
度
は
平
成
二
十
二
年
度
に
二
十
五

年
勤
続
に
該
当
し
た
方
と
銀
婚
・
金
婚
を

迎
え
た
方
に
当
助
成
事
業
の
記
念
品
を
贈

呈
し
ま
す
。

永
年
公
務
員
と
し
て
地
域
に
貢
献
し
た

組
合
員
の
方
に
、
永
年
の
功
労
に
報
い
、

か
つ
福
祉
の
維
持
推
進
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
し
ま
す
。

福
利
厚
生
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
事
業
の

委
託
業
者
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
・
ワ
ン
の
契
約

宿
泊
施
設
の
利
用
助
成
、
ま
た
は
保
養
所

「
大
洗
鷗
松
亭
」
の
「
特
別
宿
泊
利
用
助
成

券
」（
い
ず
れ
も
一
万
円
相
当
）
の
い
ず
れ

か
ご
希
望
の
施
設
を
選
択
い
た
だ
き
、
五

月
中
旬
に
共
済
事
務
担
当
課
を
通
し
進
呈

し
ま
す
。

※
該
当
者
で
利
用
開
始
の
本
年
六
月
一
日

ま
で
に
退
職
さ
れ
る
（
さ
れ
た
）
方
は
、

大
洗
鷗
松
亭
の
利
用
助
成
と
な
り
ま
す
。

二
十
五
年
勤
続
組
合
員
　
宿
泊
施
設
利
用
助
成
事
業
の
実
施
に
つ
い
て

ー 

「
銀
婚
・
金
婚
家
庭
助
成
事
業
」の
経
過
措
置
を
実
施
し
て
い
ま
す 

ー

◆
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
・
ワ
ン
の
契
約
宿
泊
施

設
を
利
用
す
る
場
合

ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
・
ワ
ン
の
カ
ス
タ
マ
ー
セ

ン
タ
ー
へ
宿
泊
施
設
等
の
利
用
申
込
み
の

際
に
、
一
万
円
分
の
ポ
イ
ン
ト
を
利
用
す

る
旨
を
伝
え
て
く
だ
さ
い
。
ご
精
算
時
に

利
用
料
金
か
ら
一
万
円
が
控
除
さ
れ
ま
す
。

◆
大
洗
鷗
松
亭
を
宿
泊
利
用
す
る
場
合

宿
泊
利
用
さ
れ
る
際
に
、
お
贈
り
す
る

「
特
別
宿
泊
利
用
助
成
券
」（
一
万
円
）
を
、

フ
ロ
ン
ト
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
精
算

時
に
利
用
料
金
か
ら
一
万
円
が
控
除
さ
れ

ま
す
。
現
職
の
方
、
任
意
継
続
組
合
員
の

方
は
、
通
常
の
宿
泊
利
用
助
成
券
（
大
人

五
千
五
百
円
）
が
併
用
で
き
ま
す
。

平
成
二
十
三
年
六
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日
ま
で

三
月
上
旬
に
各
所
属
所
へ
通
知
し
て
い

ま
す
の
で
、
該
当
さ
れ
る
方
は
各
所
属
所

の
共
済
事
務
担
当
課
指
示
の
も
と
助
成
内

容
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
申
請
締
切
日

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
二
日
（
金
）

（
共
済
組
合
へ
の
申
請
締
切
日
）

経
過
措
置
の
適
用
は
、
平
成
二
十
四
年

度
中
に
銀
婚
・
金
婚
を
迎
え
る
方
を
も
っ

て
終
了
と
な
り
ま
す
の
で
予
め
ご
了
承
く

だ
さ
い
。

組合員種別 該当要件

一般組合員
平成22年度中に組合員期間が25年を経過
（25年以上26年未満）した方

市町村長組合員
平成22年度中に組合員期間が12年を経過
（12年以上13年未満）した方

※組合員期間には公立学校共済組合茨城支部の組合員期間を含みます。

※上記要件に該当後に退職または他の共済組合へ転出した方も該当します。

※廃止前の「銀婚・金婚家庭助成事業」に該当した方は対象外となります。

該当要件 次の期間に結婚（婚姻届出）をされた方

金婚　該当者

銀婚　該当者

※本年3月1日現在で現職組合員である方に限ります。

※勤続年数が既に25年（市町村長にあっては12年）を経過しており、25年勤続組合員

宿泊施設利用助成に該当できない方に限ります。また、過去に「25年勤続組合員宿泊

施設利用助成事業」に該当した方は対象外となります。

昭和35年4月1日～昭和36年3月31日

昭和60年4月1日～昭和61年3月31日

〈25年勤続組合員宿泊施設利用助成事業〉

〈銀婚・金婚家庭助成事業〉
　　平成22年度に銀婚・金婚を迎えた方。

事
業
目
的

助
成
内
容

本
年
度
該
当
者

ご
利
用
有
効
期
間

ご
利
用
方
法

申
請
等
に
つ
い
て

「
銀
婚
・
金
婚
家
庭
助
成
事
業
」

の
経
過
措
置
に
つ
い
て
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